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はこだて療育・自立支援センターの運営状況と課題 

項  目 は ぐ み つ ぼ み 診 療 所 日中一時支援事業 

事業種別（根拠法令） 医療型児童発達支援（児童福祉法） 児童発達支援（児童福祉法） 診療所（医療法） 地域生活支援事業（実施要綱） 

利用状況 

 

年度 人数 

H23(統合前) 1,907人 

H24 2,060人 

H24-H23 153人 

H25 1,832人 

H25-H24 ▲228人 

H26.9末 837人 
 

 

年度 人数 

H23(統合前) 1,601人 

H24 2,080人 

H24-H23 479人 

H25 2,926人 

H25-H24 846人 

H26.9末 1,041人 
 

 

年度 人数（累計） 

H23(統合前) 160人 

H24 296人 

H25 459人 

H26.9末 545人 
 

 

年度 人数 

H23(統合前) 614人 

H24 535人 

H24-H23 ▲79人 

H25 485人 

H25-H24 ▲50人 

H26.9末 139人 
 

職員配置 

（H26.10.1現在） 

 

職種 人数 

管理者(センター長兼務) (1名) 

児童発達支援管理責任者 1名 

児童指導員 1名 

保育士 1名 

看護師 1名 

理学療法士 3名 

作業療法士 2名 

言語聴覚士 1名 

計 10名 

  

職 員 6名 

嘱 託 2名 

臨 時 2名 
 

 

職種 人数 

管理者（センター長兼務） (1名) 

児童発達支援管理責任者 1名 

保育士 4名 

  

  

  

  

  

計 5人 

  

職 員 3名 

嘱 託 2名 

臨 時 －名 
 

 

職種 人数 

管理者（診療所長） 1名 

医師 2名 

臨床心理士 1名 

看護師（兼務） (1名) 

理学療法士（兼務） (3名) 

作業療法士（兼務） (2名) 

言語聴覚士（兼務） (1名) 

  

計 4名 

  

職 員 1名 

嘱 託 3名 

臨 時 －名 
 

 

（はぐみ，つぼみ職員が兼務） 

事業運営の状況 

主に肢体不自由のある就学していない子ども
を対象に，保育（あそび等），運動療法等の早期
療育を行い，一人ひとりの心身の発達と生活の
自立を支援していくことを目的としている。 
 

■ お子さんの療育（児童発達支援） 
① 健康な身体づくり 
② 基本的生活習慣の確立・社会性の育成 
③ 感覚・認知機能の向上 
④ コミュニケーション能力の向上 

■ 運動機能面の向上・発達促進（治療） 
■保護者への支援 

保護者の方に対しては，療育に関する知識
の修得や日常生活，就学等についての相談援
助を行っている。 

 

主に心身に障害，または発達の遅れがある就
学していない子どもを対象に，療育，指導を行
い，日々の生活や遊びの中で，人との関わりを
通して情緒の安定を図り，早期療育の場とし
て，心身の発達を支援していくことを目的とし
ている。 
■お子さんの療育（児童発達支援） 
ア 健康な身体づくり 
（同 左）ウ 感覚・認知機能の向上 
エ コミュニケーション能力の 

 
 
■保護者への支援 

地域において，安心して安定した家庭生活
効（同 左）することを目標としている。 

 

中学生までを対象として，運動発達や心の問
題についての診察・検査・機能訓練等を行って
いる。 

■診察科目 
① 小児科 
② 精神科 
③ 整形外科・ 
④ リハビリテーション科 

 
■侑愛会おしま地域療育センターとの合同カン
ファレンス 

 
■療育関係者研修会の開催 

障がいのある児童に対し，日中活動の場を提供
し，見守りや社会適応のための訓練などを 行っ
ている。（宿泊は伴わない） 

今後の課題 

利用児の欠席率が高いために利用実数が少な
いが，病弱児を含めた経管栄養，痰などの吸
引，循環器系，誤嚥など医療管理が必要な重度
の児童が増えている。（介護に人手を要する） 
医療型児童発達支援センターの配置基準は満

たしているが，主たる支援対象である肢体不自
由児に対して，単独・毎日通園による医療型児
童発達支援の提供が求められている。 
 

保育園や幼稚園の障害児の受入も進んでいる
ことから，発達障がい児の利用増加が予測され
る。利用ニーズの高まりに伴い，職員の資質向
上が必要になっている。障がい児は個々に支援
の方向性が異なることが多いため，児童発達支
援の質が低下しないよう，計画的に研修を取り
入れる等人材の育成と事業者の質の向上のため
の仕組みづくりに取り組んでいく必要がある。 

開設後二年を過ぎ，患者数は 500人を超え，
それに伴い機能訓練の実施人数も増加してお
り，医師が必要とする訓練の実施が困難となっ
ている。必要な機能訓練を実施できるよう，医
師から最低限の OT,ST等の診療体制の整備や診
察室のスペースの確保を求められている。（同様
に心理検査実施数も限界となっている。） 
 
 

 

平成 26年度福祉政策推進会議 

H26.11.5（水） 資料２ 
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項  目 障害児相談支援事業(H26.4事業開始) 保育所等訪問支援事業(H27.4新規事業) 相談マネジメント 幼児ことばの教室ゆう 

事業種別（根拠法令） 医療型児童発達支援（児童福祉法） 児童発達支援（児童福祉法） － 自主事業（実施要綱） 

利用状況 

 

年度 人数 

H23 －人 

H24 －人 

H24-H23 －人 

H25 －人 

H25-H24 －人 

H26.9末 40人 
 

 

年度 人数 

H23 －人 

H24 －人 

H24-H23 －人 

H25 －人 

H25-H24 －人 

H26.9末 －人 
 

 

年度 人数 

H23 －人 

H24 161人 

H24-H23 161人 

H25 223人 

H25-H24 62人 

H26.9末 156人 
 

 

年度 人数 

H23 128人 

H24 87人 

H24-H23 ▲51人 

H25 13人 

H25-H24 ▲74人 

H26.9末 15人 
 

職員配置 

（H26.10.1現在） 

 

職種 人数 

管理者(センター長兼務) (1名) 

相談支援専門員 2名 

  

計 2名 

  

職 員 1名 

嘱 託 －名 

臨 時 1名 
 

 

職種 人数 

管理者（センター長兼務） (1名) 

児童発達支援管理責任者(兼) (1名) 

訪問支援員 1名 

計 1人 

  

職 員 －名 

嘱 託 1名 

臨 時 －名 
 

 

職種 人数 

相談コーディネーター（兼務） (1名) 

  

  

計 －名 

  

職 員 －名 

嘱 託 －名 

臨 時 －名 
 

 

職種 人数 

言語聴覚士（兼務） (1名) 

保育士（兼務） (1名) 

指導員 1名 

計 1名 

  

職 員 －名 

嘱 託 －名 

臨 時 1名 
 

事業運営の状況 

配置した相談支援専門員により，障がい児の
通所支援のために最も適切なサービスの組み合
わせを検討し障害児支援利用計画案を作成する
とともに，通所給付決定後に指定障がい児通所
支援事業者等との連絡調整を行い，障がい児支
援利用計画を作成している。 
また，定期的に通所支援の利用状況のモニタ

リングを実施している。 
 
 
 
 
 

地域支援機能（「障害児相談支援事業」，
「保育所等訪問支援事業」）の実施体制の整
備などに一定の期間を要すると考えられること
から，基準省令上のＨ26年度末までの３年間の
経過措置による実施猶予の最終年度となる。 

（当面10人程度を想定） 

※「はぐみ」との多機能型での実施を想定 
している。  

電話や面接形式で保健・医療・福祉に関する
あらゆる相談を受けている。相談内容として
は，「治療・訓練目的の通所相談」，「児の発達
に応じて集団・個別療育施設の情報を得るなど
個々に応じた療育支援を求める相談」などが多
い。これらの相談に対し，情報提供を含めた助
言，および児童相談所をはじめとした地域の保
健・医療・福祉担当者と連携した対応を行って
いる。 

概ね３歳以上就学前の，知的障がいや発達障
がい等の明らかな障がいは認められないが，こ
とばやコミュニケーションの発達に不安がある
子どもを対象に，小グループによる遊び活動の
場を提供するとともに，保護者が定期的に相談
できる機会を作ることにより，子どもの発達を
促すきっかけをつくる支援を行っている。 

今後の課題 

障害児相談支援事業所は，これまでの個別支
援計画をベースにした「自己完結型」の発達支
援から，気づきからライフステージに応じたつ
なぎの支援まで計画に基づく「ネットワーク
型」のトータル支援への転換を進める役割を担
うものである。 
児童発達支援センターの新たな機能として求

められる，地域支援機能（「保育所等訪問支援
機能」と「相談支援機能」）を十分に果たすこ
とができるよう，人員確保と人材育成に所要の
対策を講じる必要となっている。（ 相談支援専
門員の要件として研修受講が必要（受講が困
難）） 
 
 
 
 

障害児通所支援の重要な手段として新た
に事業化された保育所等訪問支援事業は，
従来の通所型障害児支援に加え，地域での
育ちを訪問・巡回の形で直接的に支援する
個別給付の事業で，これまで施設で限定的
に提供されてきた療育を子どもの身近な生
活場面において提供するものであり，発達
支援の専門機関がそのノウハウを地域に還
元する意味は非常に大きい。 

地域の障害児相談支援事業者や幼稚園，
保育園等関係機関との連携強化が必要とな
っている。 

受診相談，申込や地域の療育関係者からの相
談・調整などが年々増えており，医師との連携
により効率的に診療を行うための体制が必要と
なっている。 

平成 22年度から実施している事業である
が，利用児の減少が続いており，事業の運営の
あり方の検討が必要となっている。 
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項  目 あおやぎ ともえ ワークあおば（多機能型） ライフあおば（多機能型） 

事業種別（根拠法令） 生活介護（障害者総合支援法） 生活介護（障害者総合支援法） 就労継続支援B型（障害者総合支援法） 自立訓練（生活訓練）（障害者総合支援法） 

利用状況 

 

年度 人数 

H23(統合前) 3,702人 

H24 4,129人 

H24-H23 427人 

H25 4,198人 

H25-H24 69人 

H26.9末 2,201人 

※平均障害支援区分 5.5 

 平均年齢 27歳（最高 63歳） 

 

年度 人数 

H23(統合前) 4,133人 

H24 4,526人 

H24-H23 393人 

H25 4,423人 

H25-H24 ▲103人 

H26.9末 2,264人 

※平均障害支援区分 4.7 
 平均年齢 39歳（最高 62歳） 

 

年度 人数（累計） 

H23(統合前) 7,092人 

H24 6,990人 

H24-H23 ▲102人 

H25 7,114人 

H25-H24 124人 

H26.9末 3,694人 

※平均年齢 42.4歳（最高 64歳） 

 

年度 人数 

H23 －人 

H24 249人 

H24-H23 249人 

H25 566人 

H25-H24 317人 

H26.9末 410人 

※平均年齢 32.7歳（最高 51歳） 

職員配置 

（H26.10.1現在） 

 

職種 人数 

管理者(センター長兼務) (1名) 

サービス管理責任者 1名 

生活支援員 13名 

看護師 1名 

理学療法士（兼務） (3名) 

言語聴覚士（兼務） (1名) 

  

  

計 15名 

※職員配置 1.7：1  

職 員 2名 

嘱 託 7名 

臨 時 6名 
 

 

職種 人数 

管理者（センター長兼務） (1名) 

サービス管理責任者 1名 

生活支援員 5名 

看護師 1名 

  

  

  

  

計 7人 

※職員配置 4：1  

職 員 4名 

嘱 託 3名 

臨 時 －名 
 

 

職種 人数 

管理者（センター長兼務） (1名) 

サービス管理責任者 1名 

職業指導員 3名 

生活支援員 2名 

  

  

  

  

計 6名 

職員配置 7.5：1  

職 員 3名 

嘱 託 3名 

臨 時 －名 
 

 

職種 人数 

管理者（センター長兼務） (1名) 

サービス管理責任者（兼務） (1名) 

生活支援員 3名 

  

  

  

  

  

計 2名 

職員配置 2:1  

職 員 1名 

嘱 託 2名 

臨 時 －名 
 

事業運営の状況 

主として 18歳以上の重度の身体障がい者を
対象の日中活動の場として，食事・入浴・身辺
整理・余暇活動などのきめ細やかな生活支援を
行なっている。 
■主な生活支援内容 
① 創作活動・レクリエーション活動 
② 健康管理 
③ 地域生活支援 
④ コミュニケーション支援   
⑤ 相談支援 
⑥ 機能維持訓練 
⑦ 入浴サービス 

 

主として18歳以上の中・重度の知的障がい
者を対象の日中活動の場として，食事・入浴・
身辺整理・余暇活動などのきめ細やかな生活
支援を行なっている。 
■主な生活支援内容 
① 創作活動・レクリエーション活動 
② 健康管理 
③ 地域生活支援 
④ コミュニケーション支援   
⑤ 相談支援 
⑥ 生産活動（紙パッキン） 
⑦ 入浴サービス 

 

主として 18歳以上の軽・中度の知的障がい
者を対象として，利用者が自立した日常生活ま
たは社会生活を営むことができるよう，生産活
動その他の活動の機会の提供を通じて，就労に
必要な知識および能力の向上のために必要な訓
練を行っている。 
■主な職業訓練内容 
① 段ボール中仕切り製作 
② スイカネット製作 
■主な生活訓練内容 
① 買い物実習・調理実習 
② 余暇活動 など 
 

 主として18歳以上の知的障がい者や精神
障がい者を対象として，地域生活を営む上
で，生活能力の維持・向上などを目的とし
た訓練を行っている。等 
■主な生活訓練内容 
① 食事や家事等の日常生活能力を向上す
るための支援 

② 日常生活上の相談支援等を実施 
 
※ 職業訓練も取り入れている。（ワーク

あおばと多機能型事業所として一体的に
運営している。） 

今後の課題 

経管栄養，痰などの吸引，循環器系，誤嚥な
ど医療管理が必要な重度の利用者が多くなって
いる。 
臨時職員の継続雇用ができないため，慣れた

ころに新規採用職員に交代せざるを得ず，支援
上支障をきたしている。また，公募しても応募
者が少なく，人材の確保が困難となっている。 

心身の機能低下が次第に明らかになって
くる人が増加しており，これまで参加してい
た日中活動に集中できなくなる，日常生活の
さまざまな場面で移動や着替えに時間を要
する場面が多くなっているため，一人ひとり
の楽しみや生きがいを重視し，生活支援のあ
り方全体を少しずつ，無理のないプログラム
に変更していく必要がある。 

 

利用者の加齢により，生活援助が必要な利
用者が増えている。作業能力に応じた新たな
授産品目の開発や，健康相談や送迎サービス
の強化，グループホーム・ケアホームへの移
行支援など，支援サービスの強化が必要とな
っている。 

標準利用期間（２年間）終了後，一般就労
を含めてその受け皿をどうするか長期的な
視点にたった支援が必要となっている。 

 


